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金
融
政
策
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

政
府
と
し
て
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
、
民
間
需
要
主
導
の
持
続
的
な
成
長
と
両
立
す
る
安
定
的
な
物
価
上
昇
率
を
定
着
さ

せ
る
た
め
、
政
府
と
マ
ク
ロ
経
済
運
営
に
関
す
る
基
本
的
視
点
を
共
有
し
、
適
時
適
切
な
金
融
政
策
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

与
党
の
自
由
民
主
党
が
「
暮
ら
し
に
安
心
」
と
の
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
を
掲
げ
、
企
業
収
入
か
ら
家
計
収
入
に
軸
足
を
移
し

た
政
治
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
お
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
経
済
財
政
担
当
大
臣
を
中
心
に
低
金
利
政
策
の
家
計
へ
の
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
調
査
・
分
析
を
行

な
っ
て
お
ら
れ
る
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

仮
に
、
超
低
金
利
政
策
（
一
九
九
九
年
二
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
八
月
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
ゼ
ロ
金
利
政
策
と
そ
れ
に
続
く
金

利
設
定
政
策
、
以
下
同
じ
）
が
実
施
さ
れ
ず
、
一
九
九
三
年
度
の
金
利
が
二
〇
〇
七
年
度
ま
で
継
続
し
て
維
持
さ
れ
た
と
仮

定
し
た
場
合
、
一
九
九
三
年
度
か
ら
の
十
五
年
間
の
家
計
所
得
の
総
額
が
実
際
の
総
額
よ
り
い
く
ら
上
回
る
か
、
そ
の
金
額

を
再
度
質
問
す
る
。

こ
の
試
算
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
福
井
俊
彦
参
考
人
の
答
弁
と
同

一



様
の
方
法
に
よ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

具
体
的
に
は
、
「
国
民
所
得
統
計
に
基
づ
き
、
日
本
の
家
計
の
受
取
利
子
の
過
去
十
五
年
間
の
毎
年
の
受
取
利
子
の
減
少

額
の
累
計
」
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
福
井
参
考
人
の
答
弁
に
よ
る
と
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
八
日
ま
で
の
十
年
間
の
累
計
減
少
額
は
百
五
十
四
兆
円
と

の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
類
似
す
る
試
算
と
し
て
、
福
井
日
本
銀
行
総
裁
（
当
時
）
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
二
日
の
参
議
院
財

政
金
融
委
員
会
に
お
い
て
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
超
低
金
利
に
よ
り
家
計
が
失
っ
た
金
利
収
入
の
累
計
が
三
百
三
十
一
兆
円
に

上
る
と
の
試
算
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

二

「
金
利
の
引
下
げ
に
よ
る
経
済
活
動
の
活
発
化
を
通
じ
て
雇
用
者
報
酬
が
増
加
し
、
マ
ク
ロ
経
済
全
体
と
し
て
内
需
を
拡

大
す
る
」
こ
と
に
、
右
の
超
低
金
利
政
策
が
ど
の
程
度
貢
献
し
た
か
、
試
算
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

行
な
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
試
算
額
を
お
示
し
願
い
た
い
。

ま
た
、
行
な
っ
た
こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
理
由
で
行
な
っ
た
こ
と
が
な
い
の
か
。

三

国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
が
二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
四
日
に
公
表
し
た
年
次
報
告
書
（
〇
六
〜
〇
七
年
度
版
）
に
は
、

二



「
日
本
か
ら
の
資
金
流
出
は
世
界
各
地
で
歓
迎
さ
れ
ざ
る
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
」
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
に
、
通
貨
政
策
は
各
国
の
主
権
に
関
わ
る
事
項
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
と
言
い

得
る
が
、
超
低
金
利
政
策
に
よ
っ
て
、
円
が
通
貨
売
買
の
対
象
と
な
る
（
い
わ
ゆ
る
円
キ
ャ
リ
ー
・
ト
レ
ー
ド
）
割
合
の
増

加
が
内
需
・
家
計
へ
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
い
か
に
考
え
て
い
る
か
。

四

家
計
所
得
に
占
め
る
利
子
所
得
に
つ
き
、
家
計
が
受
け
取
っ
た
利
子
所
得
の
総
額
は
、
一
九
九
〇
年
度
は
約
三
十
九
兆
円

だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
度
に
は
約
五
兆
円
に
激
減
し
て
い
る
。
こ
の
三
十
兆
円
を
超
え
る
減
少
額
は
、
世
帯
あ
た
り
で
は

年
間
六
十
万
円
以
上
の
利
子
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
個
人
消
費
額
の
十
％
以
上
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
。

米
国
に
お
い
て
は
、
利
子
所
得
は
家
計
所
得
の
約
十
％
の
額
で
推
移
し
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
超
低
金
利
政
策

実
施
前
に
は
米
国
と
同
様
に
約
十
％
だ
っ
た
も
の
が
、
現
在
で
は
約
一
％
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
内
需
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
い
か
に
考
え
る
か
。

ま
た
、
推
計
が
あ
れ
ば
、
適
宜
数
値
を
挙
げ
て
お
示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


